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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成22年6月24日(2010.6.24)

【公表番号】特表2009-535168(P2009-535168A)
【公表日】平成21年10月1日(2009.10.1)
【年通号数】公開・登録公報2009-039
【出願番号】特願2009-509772(P2009-509772)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｆ   9/007    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｆ   9/00    ５５０　

【手続補正書】
【提出日】平成22年5月6日(2010.5.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　治療剤を眼球に投与する装置であって、
　ａ．目の外側の湾曲にフィットする重合体構造と、
　ｂ．１若しくはそれ以上の治療剤を有する隔膜と
　を有する装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、前記重合体構造は楕円形の外端および円形の内端を作る
円形の開口部を有するものである。
【請求項３】
　請求項１記載の装置において、前記重合体構造は円環状レンズ形状を有するものである
。
【請求項４】
　請求項１記載の装置において、前記重合体構造はＣ形状である。
【請求項５】
　請求項１記載の装置において、前記重合体構造は、目の外側の湾曲にフィットする凸面
である。
【請求項６】
　請求項５記載の装置において、前記凸面の頂点は前記装置の内端に隣接するものである
。
【請求項７】
　請求項１、２、３、４、５、または６記載の装置において、前記重合体構造はポリメタ
クリル酸メチルから成るものである。
【請求項８】
　請求項１、２、３、４、５、または６記載の装置において、前記重合体構造はヒドロキ
シメチル・メタクリレートから成るものである。
【請求項９】
　請求項１、２、３、４、５、または６記載の装置において、前記重合体構造はシリコン
から成るものである。
【請求項１０】
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　請求項１、２、３、４、５、または６記載の装置において、前記重合体構造は構造内部
の直径が１３～１９ｍｍであり、前記装置の最大幅の部分は１～５ｍｍである。
【請求項１１】
　請求項１、２、３、４、５、または６記載の装置において、前記隔膜は前記重合体構造
の底部表面全体に沿っているものである。
【請求項１２】
　請求項１、２、３、４、５、または６記載の装置において、前記隔膜は前記重合体構造
の底部表面の一部に沿っているものである。
【請求項１３】
　治療剤を眼球に投与する装置であって、
　１若しくはそれ以上の治療剤がポリマーに沈殿し、薬剤を眼中へ届けるために加水分解
または溶解する重合体構造を有する装置。
【請求項１４】
　請求項１３記載の装置において、前記重合体構造は円形の内端を作る楕円形の外端およ
び円形の開口部を有するものである。
【請求項１５】
　請求項１３記載の装置において、前記重合体構造は円環状レンズ形状である。
【請求項１６】
　請求項１３記載の装置において、前記重合体構造はＣ形状である。
【請求項１７】
　請求項１３記載の装置において、前記重合体構造は目の外側の湾曲にフィットする凸面
である。
【請求項１８】
　請求項１３記載の装置において、前記凸面の頂点は前記装置の内端に隣接するものであ
る。
【請求項１９】
　請求項１３、１４、１５、１６、１７、または１８記載の装置において、前記重合体構
造はポリメタクリル酸メチルおよび１若しくはそれ以上の治療剤から成るものである。
【請求項２０】
　請求項１３、１４、１５、１６、１７、または１８記載の装置において、前記重合体構
造はヒドロキシメチル・メタクリレートおよび１若しくはそれ以上の治療剤から成るもの
である。
【請求項２１】
　請求項１３、１４、１５、１６、１７、または１８記載の装置において、前記重合体構
造は、シリコンおよび１若しくはそれ以上の治療剤から成るものである。
【請求項２２】
　請求項１３記載の装置において、前記重合体構造は生物分解性のポリマーおよび１若し
くはそれ以上の治療剤から成るものである。
【請求項２３】
　請求項１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、または２２記載の装
置において、前記重合体構造は構造内部の直径が１３～１９ｍｍであり、前記装置の最大
幅の部分は１～５ｍｍである。
【請求項２４】
　治療剤を眼球に投与する装置であって、
　ａ．目の外側の湾曲にフィットする重合体構造と、
　ｂ．１若しくはそれ以上の治療剤を含有する隔膜と、
　ｃ．前記重合体構造の外端に沿った金属構造支持機構と
　を有する装置。
【請求項２５】
　請求項２４記載の装置において、前記重合体構造は楕円の外端および円形の内端を作る
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円形の開口部を有するものである。
【請求項２６】
　請求項２４記載の装置において、前記重合体構造は円環状レンズ形状である。
【請求項２７】
　請求項２４記載の装置において、前記重合体構造はＣ形状である。
【請求項２８】
　請求項２４記載の装置において、前記重合体構造は目の外側の湾曲にフィットする凸面
である。
【請求項２９】
　請求項２４記載の装置において、前記凸面の頂点は前記装置の内端に隣接するものであ
る。
【請求項３０】
　請求項２４、２５、２６、２７、２８、または２９記載の装置において、前記重合体構
造はポリメタクリル酸メチルから成るものである。
【請求項３１】
　請求項２４、２５、２６、２７、２８、または２９記載の装置において、前記重合体構
造はヒドロキシメチル・メタクリレートから成るものである。
【請求項３２】
　請求項２４、２５、２６、２７、２８、または２９記載の装置において、前記重合体構
造はシリコンから成るものである。
【請求項３３】
　請求項２４、２５、２６、２７、２８、または２９記載の装置において、前記重合体構
造は構造内部の直径を測ると１３～１９ｍｍであり、前記装置の最大幅の部分は１～５ｍ
ｍである。
【請求項３４】
　請求項２４、２５、２６、２７、２８、または２９記載の装置において、前記隔膜は重
合体構造の底部表面全体に沿っているものである。
【請求項３５】
　請求項２４、２５、２６、２７、２８、または２９記載の装置において、前記隔膜は重
前記合体構造の底部表面の一部沿っているものである。
【請求項３６】
　治療剤を眼球に投与する装置において、
　ａ．重合体構造であって、ポリマーに沈殿し、薬剤を目の中へ届けられるように加水分
解または溶解する１若しくはそれ以上の治療剤を有するものである重合体構造と、
　ｂ．前記重合体構造の外端に沿って支持機構として動作する不活性担体と
　を有する装置。
【請求項３７】
　請求項３６記載の装置において、前記重合体構造は楕円形の外端および円形の内端を作
る円形の開口部を有するものである。
【請求項３８】
　請求項３６記載の装置において、前記重合体構造は円環状レンズ形状を有するものであ
る。
【請求項３９】
　請求項３６記載の装置において、前記重合体構造はＣ形状である。
【請求項４０】
　請求項３６記載の装置において、前記重合体構造は目の湾曲にフィットする凸面である
。
【請求項４１】
　請求項３６記載の装置において、前記凸面の頂点は前記装置の内端に隣接するものであ
る。
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【請求項４２】
　請求項３６、３７、３８、３９、４０、または４１記載の装置において、前記重合体構
造は、ポリメタクリル酸メチルおよび１若しくはそれ以上の治療剤から成るものである。
【請求項４３】
　請求項３６、３７、３８、３９、４０、または４１記載の装置において、前記重合体構
造は、ヒドロキシメチル・メタクリレートおよび１若しくはそれ以上の治療剤から成るも
のである。
【請求項４４】
　請求項３６、３７、３８、３９、４０、または４１記載の装置において、前記重合体構
造はシリコンおよび１若しくはそれ以上の治療剤から成るものである。
【請求項４５】
　請求項３６記載の装置において、前記重合体構造は生物分解性のポリマーおよび１若し
くはそれ以上の治療剤から成るものである。
【請求項４６】
　請求項３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、または４５記載の装
置において、前記重合体構造は構造内部の直径を測ると１３～１９ｍｍであり、前記装置
の最大幅の部分は１～５ｍｍである。
【請求項４７】
　請求項１、１３、２４、または３６記載の装置を使用する、眼球の前面に治療剤を投与
するシステム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　そこで必要とされているのは、眼球の前面に治療剤を塗布・点眼することを要求される
眼科疾病の患者が治療を遵守できるような方法、システム、および装置である。眼科疾病
の患者が日常生活において一貫して、目薬またはその他の薬剤を困難や恐怖、不快感なし
に、目にさすことができるような方法、システム、および装置が必要である。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
【特許文献１】米国特許第３，８１１，４４４号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００５／００４６７９４号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００２／０１０７５０８号明細書
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